
一

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
要
綱

第
一

郵
政
民
営
化
法
の
一
部
改
正
（
第
一
条
）

一

目
的
の
改
正

郵
政
民
営
化
を
、
株
式
会
社
に
的
確
に
郵
政
事
業
の
経
営
を
行
わ
せ
る
た
め
の
改
革
と
す
る
こ
と
。

（
郵
政
民
営
化
法
第
一
条
関
係
）

二

承
継
会
社
の
再
編
成

日
本
郵
政
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。
）
の
機
能
を
引
き
継
い
だ
株
式
会
社
の
う
ち
、
郵
便
局
株
式
会
社
と
郵
便

事
業
株
式
会
社
を
次
に
よ
り
再
編
成
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
ほ
か
必
要
な
認
可
又
は
届
出
に
係
る
準
備
行
為
の
特
例
、
税

制
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
。

１

郵
便
局
株
式
会
社
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
商
号
を
日
本
郵
便
株
式

会
社
に
変
更
す
る
。

２

施
行
日
に
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
を
吸
収
合
併
存
続
会
社
と
し
、
郵
便
事
業
株
式
会
社
を
吸
収
合
併
消
滅
会
社
と
す

る
合
併
を
行
う
も
の
と
し
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
郵
便
事
業
株
式
会
社
の
業
務
そ
の
他
の
機
能
並
び
に
権
利
及
び



二

義
務
を
承
継
す
る
。

（
郵
政
民
営
化
法
第
六
条
の
二
、
第
七
章
第
三
節
及
び
第
十
一
章
第
三
節
関
係
）

三

株
式
の
処
分

日
本
郵
政
株
式
会
社
は
、
そ
の
保
有
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
処
分

す
る
こ
と
を
目
指
し
、
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
の
経
営
状
況
、
四
の
責
務
の
履
行
へ
の
影
響
等
を
勘
案
し
つ

つ
、
で
き
る
限
り
早
期
に
、
処
分
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
郵
政
民
営
化
法
第
七
条
第
二
項
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
関
係
）

四

郵
政
事
業
に
係
る
基
本
的
な
役
務
の
確
保

日
本
郵
政
株
式
会
社
及
び
日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
郵
便
の
役
務
、
簡
易
な
貯
蓄
、
送
金
及
び
債
権
債
務
の
決
済
の
役

務
並
び
に
簡
易
に
利
用
で
き
る
生
命
保
険
の
役
務
が
利
用
者
本
位
の
簡
便
な
方
法
に
よ
り
郵
便
局
で
一
体
的
に
利
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
将
来
に
わ
た
り
あ
ま
ね
く
全
国
に
お
い
て
公
平
に
利
用
で
き
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
郵

便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
活
用
そ
の
他
の
郵
政
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
公
益
性
及

び
地
域
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
郵
政
民
営
化
法
第
七
条
の
二
関
係
）

五

政
府
は
、
四
の
責
務
の
履
行
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



三

（
郵
政
民
営
化
法
第
七
条
の
三
関
係
）

六

郵
便
局
に
お
け
る
旧
郵
便
貯
金
及
び
旧
簡
易
生
命
保
険
の
取
扱
い

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
公
社
か
ら
承
継
し
た
郵
便
貯

金
及
び
簡
易
生
命
保
険
は
、
確
実
に
郵
便
局
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
郵
政
民
営
化
法
第
七
条
の
四
関
係
）

七

同
種
の
業
務
を
営
む
事
業
者
と
の
対
等
な
競
争
条
件
の
確
保

日
本
郵
政
株
式
会
社
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
、
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
同
種
の
業

務
を
営
む
事
業
者
と
の
対
等
な
競
争
条
件
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
制
限
を
加
え
る
と
と
も
に
、
郵
便
貯
金
銀
行
に
つ

い
て
銀
行
法
等
の
特
例
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
日
又
は
郵
便
保
険
会
社
に
つ
い
て
保
険
業
法
等
の
特
例
を
適
用
し
な

い
こ
と
と
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
移
行
期
間
」
と
い
う
。
）

中
に
、
郵
政
民
営
化
に
関
す
る
状
況
に
応
じ
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
こ
と
。

（
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
関
係
）

八

情
報
の
公
表

日
本
郵
政
株
式
会
社
及
び
日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
郵
政
事
業
に
つ
い
て
の
国
民
の
理
解
を
得
る
た
め
、
そ
の
経
営
の



四

状
況
に
関
す
る
情
報
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
の
二
関
係
）

九

郵
政
民
営
化
推
進
本
部
及
び
郵
政
民
営
化
委
員
会

郵
政
民
営
化
推
進
本
部
及
び
郵
政
民
営
化
委
員
会
は
、
移
行
期
間
の
末
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
郵
政
民

営
化
委
員
会
の
所
掌
事
務
を
郵
政
民
営
化
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
総
合
的
な
検
証
を
行
う
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

（
郵
政
民
営
化
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
関
係
）

十

郵
便
貯
金
銀
行
に
つ
い
て
の
銀
行
法
等
の
特
例
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
つ
い
て
の
保
険
業
法
等
の
特
例

郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
株
式
の
二
分
の
一
以

上
を
処
分
し
た
日
以
後
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
業
務
の
制
限
に
関
す
る
規
定
を
適
用

せ
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
へ
の
届
出
に
よ
り
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
郵
政
民
営
化
法
第
百
十
条
の
二
及
び
第
百
三
十
八
条
の
二
関
係
）

十
一

そ
の
他

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

日
本
郵
政
株
式
会
社
法
の
一
部
改
正
（
第
二
条
）



五

一

会
社
の
目
的

日
本
郵
政
株
式
会
社
は
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
を
保
有
し
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
経
営
管
理

を
行
う
こ
と
及
び
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
業
務
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
す
る
こ
と
。

（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
第
一
条
関
係
）

二

業
務
の
範
囲

日
本
郵
政
株
式
会
社
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

①

日
本
郵
便
株
式
会
社
が
発
行
す
る
株
式
の
引
受
け
及
び
保
有

②

日
本
郵
便
株
式
会
社
の
経
営
の
基
本
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
実
施
の
確
保

③

日
本
郵
便
株
式
会
社
の
株
主
と
し
て
の
権
利
の
行
使
等

（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
第
四
条
関
係
）

三

責
務

日
本
郵
政
株
式
会
社
は
、
そ
の
業
務
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
郵
便
の
役
務
、
簡
易
な
貯
蓄
、
送
金
及
び
債
権
債
務
の

決
済
の
役
務
並
び
に
簡
易
に
利
用
で
き
る
生
命
保
険
の
役
務
を
利
用
者
本
位
の
簡
便
な
方
法
に
よ
り
郵
便
局
で
一
体
的
に

か
つ
あ
ま
ね
く
全
国
に
お
い
て
公
平
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
。



六

（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
第
五
条
関
係
）

四

日
本
郵
便
株
式
会
社
の
株
式
の
保
有

日
本
郵
政
株
式
会
社
は
、
常
時
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
を
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
第
六
条
関
係
）

五

情
報
の
公
表

日
本
郵
政
株
式
会
社
は
、
そ
の
経
営
の
状
況
に
関
す
る
情
報
等
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
第
十
六
条
関
係
）

六

業
務
の
特
例

日
本
郵
政
株
式
会
社
は
、
当
分
の
間
、
二
の
業
務
の
ほ
か
、
公
社
か
ら
承
継
し
た
旧
郵
便
貯
金
法
第
四
条
第
一
項
の
施

設
及
び
旧
簡
易
生
命
保
険
法
第
百
一
条
第
一
項
の
施
設
の
運
営
又
は
管
理
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
附
則
第
二
条
関
係
）

七

政
府
保
有
の
株
式
の
処
分

政
府
は
、
そ
の
保
有
す
る
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
株
式
（
政
府
が
常
時
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
郵
政
株



七

式
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
の
三
分
の
一
を
超
え
る
株
式
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
早
期
に
処
分
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
附
則
第
三
条
関
係
）

八

そ
の
他

社
会
・
地
域
貢
献
基
金
に
係
る
制
度
を
廃
止
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

郵
便
局
株
式
会
社
法
の
一
部
改
正
（
第
三
条
）

一

題
名
の
改
正

題
名
を
「
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
」
に
改
め
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

会
社
の
目
的

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
郵
便
の
業
務
、
銀
行
窓
口
業
務
及
び
保
険
窓
口
業
務
並
び
に
郵
便
局
を
活
用
し
て
行
う
地
域

住
民
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
業
務
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
す
る
こ
と
。

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
第
一
条
関
係
）

三

定
義

次
の
定
義
規
定
を
設
け
る
こ
と
。



八

①

「
郵
便
窓
口
業
務
」
と
は
、
簡
易
郵
便
局
法
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
（
郵
便
物
の
引
受
け
、
郵
便
物

の
交
付
及
び
郵
便
切
手
類
の
販
売
等
）
を
い
う
。

②

「
銀
行
窓
口
業
務
」
と
は
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
と
「
銀
行
窓
口
業
務
契
約
」
を
締
結
す
る
銀
行
（
関
連
銀
行
）

を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
預
金
等
の
受
入
れ
及
び
為
替
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

③

「
保
険
窓
口
業
務
」
と
は
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
と
「
保
険
窓
口
業
務
契
約
」
を
締
結
す
る
生
命
保
険
会
社
（
関

連
保
険
会
社
）
を
所
属
保
険
会
社
等
と
す
る
保
険
募
集
及
び
当
該
関
連
保
険
会
社
の
事
務
の
代
行
（
生
命
保
険
に
係

る
も
の
で
あ
っ
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

④

「
郵
便
局
」
と
は
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
っ
て
、
郵
便
窓
口
業
務
、
銀
行
窓
口
業
務
及
び
保
険
窓

口
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
第
二
条
関
係
）

四

業
務
の
範
囲

１

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
営
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

①

郵
便
法
の
規
定
に
よ
り
行
う
郵
便
の
業
務



九

②

銀
行
窓
口
業
務

③

②
の
業
務
の
健
全
、
適
切
か
つ
安
定
的
な
運
営
を
維
持
す
る
た
め
に
行
う
業
務

④

保
険
窓
口
業
務

⑤

④
の
業
務
の
健
全
、
適
切
か
つ
安
定
的
な
運
営
を
維
持
す
る
た
め
に
行
う
業
務

⑥

国
の
委
託
を
受
け
て
行
う
印
紙
の
売
り
さ
ば
き

⑦

①
か
ら
⑥
ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

２

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
１
の
ほ
か
、
会
社
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

①

お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
及
び
寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行

②

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
郵
便
局
取
扱
事
務
に
係

る
業
務

③

②
の
ほ
か
、
郵
便
局
を
活
用
し
て
行
う
地
域
住
民
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
業
務

④

①
か
ら
③
ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

３

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
１
及
び
２
の
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
こ
れ
ら



一
〇

の
業
務
以
外
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

４

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
２
③
及
び
３
の
業
務
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
省
令
で
定
め
る
事

項
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
第
四
条
関
係
）

五

責
務

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
そ
の
業
務
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
郵
便
の
役
務
、
簡
易
な
貯
蓄
、
送
金
及
び
債
権
債
務
の

決
済
の
役
務
並
び
に
簡
易
に
利
用
で
き
る
生
命
保
険
の
役
務
を
利
用
者
本
位
の
簡
便
な
方
法
に
よ
り
郵
便
局
で
一
体
的
に

か
つ
あ
ま
ね
く
全
国
に
お
い
て
公
平
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
。

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
第
五
条
関
係
）

六

郵
便
局
の
設
置
の
届
出

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
業
務
開
始
の
際
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

①

郵
便
局
の
名
称
及
び
所
在
地

②

日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
っ
て
、
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
銀
行
窓
口
業
務
又
は
保
険
窓

口
業
務
を
行
わ
な
い
も
の
の
名
称
及
び
所
在
地

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
第
六
条
第
二
項
関
係
）



一
一

七

銀
行
窓
口
業
務
契
約
及
び
保
険
窓
口
業
務
契
約
の
内
容
の
届
出

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
銀
行
窓
口
業
務
契
約
又
は
保
険
窓
口
業
務
契
約
を
締
結
す
る
前
に
、
そ
の
内
容
を
総
務
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
第
七
条
関
係
）

八

収
支
の
状
況
及
び
情
報
の
公
表

１

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
毎
事
業
年
度
の
業
務
の
区
分
ご
と
の
収
支
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
第
十
四
条
関
係
）

２

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
経
営
の
状
況
に
関
す
る
情
報
等
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
第
十
八
条
関
係
）

九

旧
契
約
に
係
る
役
務
の
確
保

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
当
分
の
間
、
四
の
業
務
の
ほ
か
、
機
構
か
ら
委
託
又
は
再
委
託
を
受
け
た
郵
便
貯
金
管
理
業

務
及
び
簡
易
生
命
保
険
管
理
業
務
を
営
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
附
則
第
二
条
関
係
）

十

そ
の
他

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



一
二

第
四

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
の
一
部
改
正
（
第
四
条
）

郵
便
貯
金
及
び
簡
易
生
命
保
険
の
民
営
化
前
の
旧
契
約
の
管
理
業
務
は
、
常
に
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
委
託
又
は
再
委

託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
第
十
五
条
及
び
第
十
八
条
関
係
）

第
五

関
係
法
律
の
廃
止
（
第
五
条
）

次
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
こ
と
。

①

郵
便
事
業
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
九
号
）

②

日
本
郵
政
株
式
会
社
、
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
の
株
式
の
処
分
の
停
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
一
年
法
律
第
百
号
）

第
六

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
一
の
一
か
ら
八
ま
で
、
第
二
の
六
及
び
七
並
び
に
第
五
②
等
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。



一
三

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

関
係
法
律
の
改
正
等

「
郵
便
窓
口
業
務
の
委
託
等
に
関
す
る
法
律
」
の
題
名
を
「
簡
易
郵
便
局
法
」
に
改
正
す
る
等
、
二
十
九
の
法
律
を
改

正
す
る
ほ
か
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
関
係
）


